琴浦町輝け地域支援事業募集要領
〔募集時期〕

第一次募集：４月２０日（水）から５月２０日（金）まで

第二次募集：６月２０日（月）から７月２０日（水）まで

琴浦町企画情報課

琴浦町輝け地域支援事業募集要領
１　事業の目的

町内の住民による自主的な地域づくり活動などに取り組む地域住民、活動団体などが、地域の活性化、住みよいまちづくり、創造性豊かな人づくり等健全な地域の発展を推進する主体的な取り組みを支援することにより、地域づくりなどに取り組む機運を醸成し、町民一人ひとりが充実感を感じられる地域、環境を創造することを目的として交付します。
２　募集する取り組み

　　　地域や町民のために何かやってみようと一歩踏み出そうとする新たな取り組みやこれまでやってきた取り組みの拡充（既存の取り組みは対象外）、試行的な取り組みを行う団体で、他のモデルとなるような地域の活性化に貢献するソフト事業（ソフト事業を実施するために必要な備品等の購入や整備に要する経費を含む。）を対象にします。

〔対象となる活動の種類〕

　　　○　伝統・文化の保存や活用を図る事業

　　　○　自然環境や景観保全を図る事業

　　　○　地域資源を活かしたまちづくりを図る事業

　　　○　安心・安全な地域づくりを図る事業

　　　○　福祉・健康づくりを促進する事業

　　　○　観光・地域間交流を促進する事業　など

３　補助金の概要
（１）補助金の種類
①　補助金額　　１事業あたり２０万円以内
　　　　　補助率　　　２／３

　　　　　対象期間　　平成２３年度内に完了する事業とします。
　　　　　※　本補助金は、同一事業に対して、３年間に限り申請できるものとします。

（２）補助対象事業数　平成２３年度は、１５団体程度の補助事業数を見込んでいます。
　（３）事業計画提案の対象団体
　　　地域づくりに意欲があり、町内に活動拠点を有す活動団体等
（法人格の有無は問わない）
　　　・ＮＰＯ、ボランティアサークル、住民団体の実行委員会
　　　・自治会、老人クラブ、女性会、子ども会等の地域住民組織
　※　以下の団体は対象外

　　（注１）　町の他の補助金、交付金等を当該事業のために受け入れている団体

　　（注２）　・政治、選挙、宗教、特定の思想の普及に関わる団体

　　　　　　　・暴力団又は暴力団員等の統制化にある団体

　　　　　　　・営利を主たる目的とする団体、団体として実体のないもの

（４）補助金の対象経費
　　　　事業を実施する上で必要な経費とする。
Ⅰ．対象となる経費の例

	項　　　目
	内　　　　　　　容

	報　償　費
	講師、アドバイザー等の謝金（団体の構成員に対するものは除く。）

	旅　　　費
	講師、アドバイザー等の旅費（団体の構成員や参加者の旅費は除く。）

	需用費
	消耗品費
	用紙・封筒・文具類等の購入費

	
	燃　料　費
	イベント等のため仮設した会場の暖房用燃料等

	
	印刷製本費
	参加者募集のチラシ等の作成費

	
	光熱水費
	イベント等のため仮設した会場の電気や水道の使用料等

（領収書上区分が困難なものは対象外）

	役務費
	通信運搬費
	講師や参加者募集のための郵便料等

（電話代は対象事業の経費として区分困難であり対象外）

	
	広　告　料
	参加者募集の広告費

	
	手　数　料
	振込手数料

	
	保　険　料
	ボランティア保険料

	委　託　料
	専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した経費

	工事請負費
	ソフト事業を展開するために必要な施設整備費

	備品購入費
	ソフト事業を展開するために必要な備品の購入経費

	使用料及び賃借料
	会場使用料。借上げ自動車代。

	原材料費
	植樹用の苗木等。ただし、苗木等を購入して、単に配布や販売のみを行う場合は対象外。

	その他、特に必要と認めるもの


Ⅱ．対象外の経費となる例

1)．団体の運営に係る経常的な経費（電話代、光熱水費、ガソリン代など経常的な経費と区分ができない経費も含む。）

2)．人件費

3)．個人給付的な経費
4)．食糧費（事業実施に必要不可欠なものは除く）
5)．その他、交付対象経費として不適当と認められる経費
４　応募方法

　（１）募集について

　　　　平成２３年度に実施する事業を対象に、年２回の募集を行います。
　　　　琴浦町輝け地域支援事業費補助金交付要綱の申請書、事業計画書等（規則様式第１号、様式第１、２号）を各１部、琴浦町企画情報課に持参・郵送・電子メール等により提出してください。
第一次募集：　４月２０日（水）から５月２０日（金）〔必着〕まで

第二次募集：　６月２０日（月）から７月２０日（水）〔必着〕まで

　（２）選考方法

　　　　募集期間終了後、審査会において、書類審査、公開プレゼンテーションによる審査を行い、審査員の採点の結果により補助金交付団体を決定します。
　　・開催時期　　平成２３年５月・７月（予定）
　　・実施方法　　審査会において、事業計画書等とプレゼンテーションの結果により決定する。
　　　　　　　　　（交付決定通知は、審査会のあった日から１週間程度で通知いたします。）

　　・開催場所　　応募された団体に別途連絡させていただきます。

　　・審査基準の項目と視点　　次の項目に重点をおいて審査します。
	審査項目
	審査の視点

	① 公　益　性
	・輝け地域支援事業の目的と合致しているか。

・事業の成果が広く地域に還元されるものか。

・町の施策と方向性と合致しているか。

・応募者以外の町民や事業者、団体等に著しい不利益を与えるものではないか。

	② 必　要　性
	・地域の実情や住民要望に対応したものか。

・地域の課題解決、あるいは活力向上に有効なものであるか。

・ほかの方法で代替できないものであるか。

・経費の使途が適切なものか。

	③ 実　現　性
	・目標（達成すべきこと）が明確なものか。

・関係者との合意形成や応募団体等の内部での実施体制が整っているか。

・資金調達の規模や時期に無理はないか。

	④ 参　加　性
	・提案事業の実施に当たり、多くの住民等の参加が期待できるものか。

	⑤ 発　展　性
	・新たな取り組みの視点はあるか。

・他のモデルとなるような先駆性はあるか。

・町の支援が終了した後の継続性や自立性、発展性は期待できるか。


５　問合せ先

　　琴浦町役場　企画情報課　

　　　住 所　〒689-2392　鳥取県東伯郡琴浦町徳万591番地2
　　　電 話　0858－52－1709（企画情報課 直通） ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858－49－0000（代表）
　　　電子メール　　　kikakujyouhou@town.kotoura.tottori.jp
　　　ホームページ　　http://www.town.kotoura.tottori.jp/
